
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（抄）
（平成１９年４月1日施行）

第２章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
第２節　事業主の講ずべき措置
（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）
第�１１条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該
労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害さ
れることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他
の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を
図るために必要な指針を定めるものとする。
３　（略）

第３章　紛争の解決
第１節　紛争の解決の援助
（紛争の解決の促進に関する特例）
第�１６条　第５条から第７条まで、第９条、第１１条第１項、第１２条及び第１３条第１項に定める事
項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
（平成１３年法律第１１２号）第４条、第５条及び第１２条から第１９条までの規定は適用せず、次条
から第２７条までに定めるところによる。

（紛争の解決の援助）
第１７条　（第１項　略）
２　事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益
な取扱いをしてはならない。

第２節　調停
（調停の委任）
第�１８条　都道府県労働局長は、第１６条に規定する紛争（労働者の募集及び採用についての紛争を除
く。）について、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方から調停の申請があっ
た場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進
に関する法律第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停を行わせるものとする。

２　前条第２項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
第�２０条　委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴
くことができる。

２　委員会は、第１１条第１項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のため
に必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係
る職場において性的な言動を行ったとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

第４章　雑則
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第�２９条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告
を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

２　（略）
（公表）
第�３０条　厚生労働大臣は、第５条から第７条まで、第９条第１項から第３項まで、第１１条第１項、
第１２条及び第１３条第１項の規定に違反している事業主に対し、前条第１項の規定による勧告をし
た場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第５章　罰則
第�３３条　第２９条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過料
に処する。

資料５


